
お
知
ら
せ

各
種
が
ん
の
集
団
検
診

　

次
の
日
程
で
、
各
種
が
ん
の
集
団

検
診
を
実
施
し
ま
す
。

◆
胃
が
ん
、
肺
が
ん
、
前
立
腺
が
ん
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス

期
日
／
場
所
…
６
月
19
日
（
金
）・

21
日
（
日
）・
22
日
（
月
）
／
野
栄
総

合
支
所

※
22
日（
月
）は
女
性
の
み
。

◆
肺
が
ん
検
診
（
国
保
特
定
健
診
・

後
期
高
齢
者
健
診
と
同
日
実
施
）

期
日
／
場
所
…
６
月
11
日（
木
）・
12

日（
金
）／
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

◆
子
宮
が
ん
検
診

期
日
／
場
所
…
６
月
15
日
（
月
）・

16
日（
火
）／
野
栄
総
合
支
所

※
子
宮
が
ん
検
診
は
集
団
検
診
の
他
、

個
別
検
診
を
９
月
末
ま
で
実
施
。

 

問
健
康
管
理
課
☎
73
・
１
２
０
０

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
手
数
料
が

変
わ
り
ま
す

　

令
和
８
年
７
月
１
日
（
水
）
の
申

請
分
か
ら
パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
数
料
が

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
７
月
１
日
以

降
は
申
請
者
の
増
加
に
よ
り
、
申
請

か
ら
交
付
ま
で
約
１
カ
月
か
か
る
見

込
み
で
す
。
海
外
渡
航
を
予
定
し
て

い
る
人
は
、
早
め
に
申
請
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
７
月
１
日
以
降
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の

申
請
手
数
料

新
規
10
年
旅
券
（
18
歳
以
上
）…
９

３
０
０
円　

新
規
５
年
旅
券
（
12
歳

以
上
18
歳
未
満
）…
４
８
０
０
円　

新
規
５
年
旅
券
（
12
歳
未
満
）…
４

８
０
０
円　

残
存
有
効
期
間
同
一
旅

券
…
５
８
０
０
円

※
７
月
１
日
以
降
の
申
請
分
か
ら
18

歳
以
上
の
５
年
旅
券
は
廃
止
に
な
り

ま
す
。

問
市
民
課
戸
籍
班

 

☎
73
・
０
０
８
６

市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　

税
金
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え

る
大
切
な
財
源
で
す
。
忘
れ
ず
納
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
災
害
や

病
気
な
ど
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
納
税
が
困
難
な
場
合
は
、
税
務

課
（
市
役
所
１
階
）
ま
で
お
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

指
定
口
座
か
ら
市
税
な
ど
を
引
き

落
と
す
口
座
振
替
は
、
振
替
手
数
料

が
不
要
で
、
納
め
忘
れ
も
な
く
安
心

で
す
。
申
し
込
み
は
、
税
務
課（
市
役

所
１
階
）、
野
栄
総
合
支
所
、
市
内
の

金
融
機
関
に
備
え
付
け
の「
口
座
振

替
依
頼
書
」
を
、
預
金
口
座
の
あ
る

金
融
機
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
市
税
を
滞
納
す
る
と

　

市
税
を
滞
納
す
る
と
、
滞
納
日
数

に
応
じ
て
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
他
、

市
が
実
施
す
る
入
札
へ
の
参
加
や
補

助
金
の
受
給
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
税
務
課
納
税
推
進
室
収
税
班

 

☎
73
・
０
０
８
７

農
業
者
年
金
の

現
況
届
を
忘
れ
ず
に

　

農
業
者
年
金
の
受
給
者
は
、
毎
年

「
現
況
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

届
け
出
用
紙
は
農
業
者
年
金
基
金

か
ら
直
接
郵
送
さ
れ
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、
６
月
30
日
（
火
）
ま

で
に
農
業
委
員
会
事
務
局
（
市
役
所

３
階
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
未

提
出
の
場
合
は
年
金
が
受
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局

 

☎
73
・
０
０
９
０

小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者

登
録
申
請
の
受
け
付
け

　

市
で
は
、
市
内
業
者
の
受
注
機
会

を
確
保
し
、
市
内
経
済
の
活
性
化
を

図
る
た
め
小
規
模
な
工
事
や
修
繕
な

ど
に
つ
い
て
、「
匝
瑳
市
建
設
工
事

等
入
札
参
加
業
者
資
格
者
名
簿
」
に

登
載
さ
れ
て
い
な
い
事
業
者
を
対
象

と
す
る
登
録
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

◆
登
録
で
き
る
事
業
者

　

市
内
に
本
店
を
有
す
る
法
人
、
ま

た
は
住
所
を
有
す
る
個
人
事
業
者
で
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

●
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
お
よ

び
被
補
助
人
ま
た
は
破
産
者
で
復
権

を
得
て
い
な
い
者 

●「
匝
瑳
市
建
設

工
事
等
入
札
参
加
業
者
資
格
者
名

簿
」に
登
録
さ
れ
て
い
る
者 

●
希
望

す
る
業
種
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要

な
資
格
、
免
許
な
ど
を
有
し
て
い
な

い
者 

●
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

◆
登
録
方
法

　
「
小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者
登

録
申
請
書
」
に
必
要
事
項
を
記
載
の

上
、
関
係
書
類
を
添
え
て
財
政
課

（
市
役
所
２
階
）
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

登
録
の
有
効
期
間
…
申
請
審
査
後
か

ら
令
和
９
年
３
月
31
日（
水
）ま
で

※
申
請
書
は
、
財
政
課
窓
口
や
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

問
財
政
課
管
財
班

 

☎
73
・
０
０
８
５

匝
瑳
市
ク
ー
ル
ビ
ズ
ウ
ェ
ア
を

販
売

　

節
電
対
策
と
市
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
、

ク
ー
ル
ビ
ズ
ウ
ェ
ア
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

ク
ー
ル
ビ
ズ
ウ
ェ
ア
は
ド
ラ
イ
メ

ッ
シ
ュ
素
材
の
胸
ポ
ケ
ッ
ト
付
き
の

ポ
ロ
シ
ャ
ツ
で
、
左
袖
部
分
に
市
制

施
行
20
周
年
を
記
念
し
た
デ
ザ
イ
ン

の
ロ
ゴ
を
プ
リ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

販
売
場
所
…
そ
う
さ
観
光
物
産
セ
ン

タ
ー
匝
り
の
里（
☎
85
・
５
０
１
５
）

販
売
時
期
…
６
月
下
旬
か
ら
を
予
定

問
商
工
観
光
課
商
工
観
光
班

 

☎
73
・
０
０
１
４

匝
瑳
中
継
施
設

ご
み
の
受
け
入
れ
休
止

　

匝
瑳
中
継
施
設
で
は
、
収
集
車
両

な
ど
の
点
検
の
た
め
、
６
月
９
日

（
火
）・
10
日
（
水
）
の
ご
み
の
受
け

入
れ
を
休
止
し
ま
す
。

※
休
止
期
間
に
ご
み
を
搬
入
し
た
い

場
合
は
、
東
総
地
区
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
（
銚
子
市
）
ま
た
は
旭
中
継
施

設（
旭
市
）を
利
用
く
だ
さ
い
。

問
東
総
地
区
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

 

☎
０
４
７
９
・
30
・
２
３
１
１
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年
金
の
振
込
通
知
書
が

届
き
ま
す

　

年
金
受
給
者
に
は
、
毎
年
６
月
に

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
年
金
振
込
通

知
書
」
が
届
き
ま
す
。
通
知
書
に
は
、

年
間
の
年
金
支
払
額
や
年
金
か
ら
控

除
さ
れ
る
介
護
保
険
料
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
紛
失
な
ど
で
再
交

付
が
必
要
な
場
合
は
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

 

☎
０
５
７
０
・
05
・
１
１
６
５

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の

登
録

　

市
で
は
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難

す
る
こ
と
が
困
難
な
人
を
地
域
で
支

援
す
る
た
め
、「
避
難
行
動
要
支
援

者
名
簿
」を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
…
●
70
歳
以
上
の
１
人
暮
ら

し
高
齢
者 
●
75
歳
以
上
の
高
齢
者

の
み
の
世
帯 
●
要
介
護
１
〜
５
の

認
定
を
受
け
て
い
る
人 

●
身
体
障

害
者
手
帳
１
級
お
よ
び
２
級
に
該
当

す
る
人
の
う
ち
視
覚
障
害
、
聴
覚
障

害
ま
た
は
肢
体
不
自
由
の
人 
●
療

育
手
帳
Ⓐ
お
よ
び
Ａ
に
該
当
す
る
人 

●
そ
の
他
、
特
別
な
事
情
で
避
難
支

援
を
希
望
す
る
人

※
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
も
、
確
実
な

支
援
や
救
出
を
約
束
で
き
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
福
祉
課
社
会
福
祉
班

 

☎
73
・
０
０
９
６

不
法
投
棄
を

未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

個
人
の
土
地
に
廃
棄
物
が
捨
て
ら

れ
、
そ
れ
を
捨
て
た
人
が
わ
か
ら
な

い
場
合
は
、
原
則
と
し
て
土
地
の
所

有
者
が
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
土
地

の
適
正
管
理
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

不
審
な
現
場
を
見
か
け
た
ら
海
匝

地
域
振
興
事
務
所
地
域
環
境
保
全
課

（
☎
64
・
２
８
２
５
）
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
環
境
生
活
課
環
境
班

 

☎
73
・
０
０
８
８

資
源
ご
み
の

集
団
回
収
に
奨
励
金

　

市
で
は
、
自
治
会
・
子
ど
も
会
な

ど
の
団
体
が
、
家
庭
か
ら
出
る
資
源

ご
み
（
古
紙
、
繊
維
類
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
、
缶
な
ど
）
を
回
収
し
て
、
リ

サ
イ
ク
ル
業
者
に
引
き
渡
す
活
動
に

対
し
て
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

奨
励
金
額
…
資
源
ご
み
１
㎏
当
た
り

２
円
（
一
事
業
年
度
に
付
き
上
限
20

万
円
）

※
奨
励
金
を
受
け
取
る
に
は
、
団
体

の
登
録
が
必
要
で
す
。

問
環
境
生
活
課
環
境
班

 

☎
73
・
０
０
８
８

ご
自
宅
で
漏
水
チ
ェ
ッ
ク

　

配
管
の
老
朽
化
や
地
震
の
影
響
な

ど
で
宅
地
内
の
漏
水
が
増
え
て
い
ま

す
。
月
に
１
度
は
、
家
庭
で
漏
水
の

確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

◆
漏
水
チ
ェ
ッ
ク
方
法

①
宅
地
内
に
あ
る
蛇
口
を
す
べ
て
閉

め
、
水
が
流
れ
て
い
な
い
状
態
に
す

る
。
②
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
ふ
た
を

開
け
、
メ
ー

タ
ー
の
パ
イ

ロ
ッ
ト（
＝

写
真
）
を
確

認
す
る
。
③

パ
イ
ロ
ッ
ト
が
回
転
し
て
い
る
場
合

は
漏
水
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
早
め
に
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
に
調
査
・
修
理
を
依
頼
し
ま
し

ょ
う
。

問
八
匝
水
道
企
業
団

 

☎
73
・
３
１
７
１

松
く
い
虫
防
除
の
た
め

薬
剤
散
布
を
実
施

　

海
岸
県
有
保
安
林
で
、
松
く
い
虫

防
除
の
た
め
薬
剤
散
布
を
行
い
ま
す
。

期
日
…
６
月
下
旬　

時
間
…
４
時
ご

ろ
〜
12
時
ご
ろ
（
日
時
な
ど
は
下
記

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）　

注
意
事

項
…
①
散
布
中
は
松
林
に
近
づ
か
ず
、

散
布
後
の
松
林
に
は
１
日
立
ち
入
ら

な
い
で
く
だ
さ
い
。
②
松
林
の
近
く

へ
の
駐
車
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。
③

自
動
車
な
ど
に
薬
剤
が
掛
か
っ
た
場

合
は
速
や
か
に
水
で
洗
っ
て
く
だ
さ

い
。
④
散
布
区
域
周
辺
の
山
菜
、
木

の
実
な
ど
は
１
カ
月
程
度
採
取
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
⑤
養
殖
業
や
養
蜂

業
を
営
む
人
は
、
養
殖
場
や
巣
箱
の

被
覆
な
ど
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
北
部
林
業
事
務
所

 

☎
０
４
７
５
・
82
・
３
１
２
１

児
童
手
当
の
現
況
届

　

児
童
手
当
の
現
況
届
は
原
則
、
提

出
不
要
で
す
。
提
出
が
必
要
な
人
に

は
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
６

月
30
日
（
火
）
ま
で
に
関
係
書
類
を

添
え
て
、
子
育
て
支
援
推
進
課
（
市

民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
１
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
推
進
課
子
育
て
支
援

班
☎
74
・
３
２
４
５

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度

　

離
婚
し
た
場
合
、
婚
姻
期
間
中
の

厚
生
年
金
を
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
年
金
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

離
婚
後
５
年
以
内
（
令
和
８
年
４

月
前
に
離
婚
し
た
場
合
は
２
年
以

内
）
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
お
早

め
に
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
佐
原
年
金
事
務
所

 

☎
０
４
７
８
・
54
・
１
４
４
２

▼▼

パ
イ
ロ
ッ
ト

パ
イ
ロ
ッ
ト

１号広告 １号広告

21 広報そうさ 2026 .6月号


